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1 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 
兵庫県姫路市の姫路港〜坊勢島航路は、家島諸島に位置する坊勢島（令和6年３月末現在 住

⺠基本台帳⼈⼝１，８９１⼈）と男⿅島を結ぶ離島航路であり、他に公共交通のない唯⼀の航路
である。 
令和２年１０月に実施した利⽤者アンケート調査から、当該航路の利⽤者は、坊勢島住⺠が約

６割を占めている状況である。 
坊勢島には、幼稚園、⼩・中学校、診療所、個⼈店舗はあるものの、⾼等学校や⾼度医療機関、

商業施設が⽴地しておらず、島⺠は通学や通院・通所、買物等の生活需要において本航路を利⽤
しており、坊勢島と姫路港を結ぶ唯一の公共交通手段であることから、本航路は島⺠にとってな
くてはならない生活の足となっている状況にある。 
同航路上の寄港地である男⿅島においても、公共施設、医療機関、商業施設等がまったく⽴地

していないため、⽇常⽣活を送るためには、同航路を利⽤し、旧姫路市側まで移動する必要があ
り、男⿅島の島⺠にとっても坊勢島と同様に本航路が必要不可⽋な⽣活の足となっている状況に
ある。 
また、離島住⺠のみならず、幼稚園、⼩中学校や島内の公共施設等に勤務されている⽅々の通

勤並びに、島内の工事・作業等に携わる方々の移動手段としても重要な役割を果たしている。 
そのため、当該航路を確保・維持することは坊勢島・男⿅島両島⺠の⽣活を守ることに直結し、

⽣活交通⼿段として必要不可⽋である。 
本航路の利⽤者は、近年２１万人/年程度で推移し、ダイヤ再編や⼿荷物運賃の対象拡⼤（有料

化）等を進め、事業支出の削減を図ってきたが、令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症（以
降、新型コロナ）の影響で利⽤者も落ち込み、さらに燃油価格も高騰している。新型コロナから
⼀定の回復はみられるものの、島⺠⼈⼝の減少、燃油価格の高騰は続くものとみられ、航路事業
者が単独で本航路を維持していくことは困難であり、引き続き離島航路維持には国等の公的⽀援
が必要な状況にある。 

図表1 姫路港〜坊勢島航路概要 
坊勢島人口 １，８９１⼈（令和６年３月末現在 住⺠基本台帳⼈⼝） 
航路 姫路港〜坊勢島 

定期航路概要 

① 航路区間  ︓姫路港〜男⿅島〜坊勢島（奈座港） 
② 運航事業者 ︓坊勢輝汽船株式会社（令和２年４⽉〜） 
③ 運航便数  ︓12往復（計 24便）／⽇ 
④ 運航船舶  ︓３隻（中型船１隻・小型船２隻） 
⑤ 所要時間  ︓32 分 
⑥ 運航距離  ︓22.1km 
⑦ 年間旅客者数︓219,592⼈（令和 5年度実績） 
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2 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 
本航路の利⽤者は、令和５年度実績で年間219,592人であり、前年の利⽤者数219,027人を

565人上回り、新型コロナ前の令和元年度の利⽤者数の231,365人に比べ、約95％まで回復して
いる。 
航路における収益を確保していくためには、利⽤者数を維持することが重要であることから、

地域公共交通確保維持事業における定量的な目標について、「現状の利⽤者数を維持」すること
を基本としつつ、今後においても、島⺠人口の減少から旅客輸送量の維持は難しいと想定され、
家島本島や姫路市中⼼部等との周遊企画、鮮度の⾼い⿂介類を活⽤した独⾃企画や旅⾏代理店と
連携した取り組みを検討し、余暇需要、交流⼈⼝の増加に努める。 

現在の状況を踏まえ、当計画の目標を旅客輸送量の維持及び持続可能な経営のための費用の節
減とする。旅客輸送量は新型コロナからの⼀定の回復があるものの島⺠人口の減少を踏まえ、旅
客輸送量を過去３カ年の平均値217,085人を確保する。（※P17以降の旅客輸送⼈数211,945.0
⼈は、国の離島航路補助制度に基づく換算値） 

また、島⺠⼈⼝の減少による旅客輸送量の減少、燃油価格の高騰や損耗部品価格の高騰が続く
ことが想定されることから、中型船の適切な運航の徹底など効率的な運航に加え、使用船舶をリ
ースから自社保有することで経費節減に努めつつ、乗船券のキャッシュレス化の促進により利便
性の向上に取り組む。 
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3 地域公共交通確保維持事業により運航を確保・維持する運航予定者
及び航路の概要 
運航予定者及び航路概要は次のとおりである。 
運航予定者︓坊勢輝汽船株式会社 
航路の概要︓以下の計画書を参照 
      運航計画書  （様式第２－２・６頁参照） 
      航路整備計画書（様式第２－３・８頁参照） 
 

4 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者 
令和７年度の事業収⽀及び負担者は次のとおりである。 
令和７年度 収⼊⾒込額    260,311千円 
      費⽤⾒込額    305,741千円 
      収⽀差⾒込額  ▲45,430千円 
      運賃割引額   － 
      負担者     国・兵庫県・姫路市・坊勢輝汽船株式会社 
      詳細は航路損益（⾒込）計算書（様式第２－４・9頁参照） 
 

5 地域公共交通確保維持事業の改善等に関する事項 
詳細は離島航路３カ年計画（様式第２－５・１４頁参照）のとおりである。 
 

6 協議会の開催状況及び主な議論 
計画策定にあたって検討を重ねてきた協議会の開催状況等は次のとおりである。 
協議会名称︓姫路市地域公共交通会議離島航路分科会（令和６年度 第１回） 
開 催 状 況︓書面表決による開催 
内   容︓令和７年度 姫路港〜坊勢島航路⽣活交通確保維持改善計画策定に係る使用 

船舶購入による経営改善の取り組みについて 
 
協議会名称︓姫路市地域公共交通会議離島航路分科会（令和６年度 第２回） 
開 催 状 況︓日時 令和６年６月２１日（⾦） 
内   容︓令和７年度 姫路港〜坊勢島航路⽣活交通確保維持改善計画（案）の検討 
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7 利⽤者等の意⾒の反映状況 
姫路市地域公共交通会議離島航路分科会において、委員である離島住⺠を中⼼に、姫路港

〜坊勢島航路の確保・維持、サービス・利便性向上に係る対策等について、利⽤者の⽴場か
ら意⾒を求めた。 
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8 協議会メンバー構成 
協議会メンバー構成は次のとおりである。 
 

姫路市地域公共交通会議離島航路分科会委員 

 
 組織 所属 氏名 

１ 姫路市 姫路市都市局交通計画部⻑ 
井澤 ⼀利 
（会⻑） 

２ 学識経験者 国⽴⼤学法⼈ 神⼾⼤学名誉教授 喜多 秀⾏ 

３ 国⼟交通省 神⼾運輸監理部海事振興部旅客課⻑ 大當 伸子 

４ 国⼟交通省 神⼾運輸監理部総務企画部企画課⻑ 薮内 健吾 

５ 国⼟交通省 神⼾運輸監理部姫路海事事務所⻑ 井澤 智義 

６ 兵庫県 兵庫県総務部市町振興課⻑ 細川 敬太 

７ 市⺠⼜は利⽤者代表 家島町坊勢区⻑ 桂 和徳 

８ 市⺠⼜は利⽤者代表 家島町真浦区⻑ 畑野 ⻑利 

９ 市⺠⼜は利⽤者代表 家島町宮区⻑ 中川 幸一 

10 市⺠⼜は利⽤者代表 坊勢婦⼈会⻑ 岡田 ちほり 

11 商工会 姫路市商⼯会主任 田中 裕之 

12 航路事業者 坊勢輝汽船株式会社代表取締役 髙山 知久 

13 航路事業者 坊勢渡船有限会社 池田 田鶴 

14 姫路市 姫路市家島事務所⻑ 正木 久義 
 
（事務局）姫路市 都市局 交通計画部 地域公共交通課
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様式第２－２（日本工業規格Ａ列４番） 

 

運 航 計 画 書 

 

令和６年６月２１日 

 

航 路 名 姫路港～坊勢島航路   事業者名 坊勢輝汽船株式会社 

 

１．航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離

 

 起 点
 

寄   港   地
 

終 点
 

合 計
 

港 名 

ヒメジ  タンガ  

      

ナザ  

 

姫路 男鹿 奈座 

各港間距離 

(km)

 15.5km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6km 22.1km 

所 要 時 間 25 分       10 分 35 分 

（注） 港名にはフリガナをつけること。 

 

２．航  路  図 

 

（注）１．当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。）があれば、 

その航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。 

２．当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図示し、その 

距離及び需要状況を附記すること。 
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３．使用船舶（予備船を含む。）の明細

 

 

 

船 名

 

 

 

船舶の
 

種 類
 

 

 

船
 

質
 

 

 

進水
 

年月
 

 

 

船 舶
 

所有者
 

 

 

総 

トン数

 

 

 

貨物 

積載 

容積
 

自動車航

 

送に係る

 

自動車積

 

載面積

 

旅客定員

 

（等級別

 

に記載す

 

ること。)

 

 

主機の
 

種 類
 

 

 

連続最
 

大出力
 

 

 

航海
 

速力
 

 

ぼうぜ２ 旅 客 船  

軽  

合 金  

平 成

10 年

２月  

坊 勢 輝 汽 船  

株 式 会 社  

19 

トン 

－ － 87 人  

ディー

ゼル 

1,004 

KW 

28 

ﾉｯﾄ 

はるか 旅 客 船  

軽  

合 金  

平 成

13 年

６月  

坊 勢 輝 汽 船  

株 式 会 社  

19 

トン 

－ － 70 人  

ディー

ゼル 

942 

KW 

28 

ﾉｯﾄ 

クイーン 

ぼうぜ 

旅 客 船  

軽  

合 金  

平 成

９年  

５月  

坊 勢 輝 汽 船  

株 式 会 社  

173 

トン 

－ － 394 人  

ディー

ゼル 

2,440 

KW 

22 

ﾉｯﾄ 

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。 

 

４．運航回数 

  使用船舶別の運航回数 

船    名 運 航 系 統 航 路 距 離 運 航 期 間 運 航 回 数 

ぼうぜ２ 姫路～男鹿～奈座 22.1km 通年 1,987 回 

はるか 姫路～男鹿～奈座 22.1km 通年 2,060 回 

クイーンぼうぜ 姫路～男鹿～奈座 22.1km 通年 328 回 

計    4,375 回 

(注）１．予備船の船名は、かっこ書きとすること。 

２．運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、寄港地、

終点、折返し地点を記載すること。 

３．航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。 

 

５．発着時刻表及び運賃表 

 (１)発着時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)運賃表                     

 

姫路発 男鹿島発 坊勢島着 坊勢島発 男鹿島発 姫路着
① 7:03 ― 7:35 ① 6:08 ― 6:40
② 7:30 7:55 8:05 ② 6:45 6:57 7:20
③ 9:00 ― 9:32 ③ 8:08 ― 8:40
④ 10:05 10:30 10:40 ④ 8:55 ― 9:27
⑤ 11:35 ― 12:07 ⑤ 10:10 ― 10:42
⑥ 13:05 ― 13:37 ⑥ 11:50 12:02 12:25
⑦ 14:30 ― 15:02 ⑦ 13:25 ― 13:57
⑧ 16:05 16:30 16:40 ⑧ 14:44 ― 15:16
⑨ 17:05 ― 17:37 ⑨ 15:50 ― 16:22
⑩ 18:05 ― 18:37 ⑩ 17:15 17:27 17:50
⑪ 19:05 ― 19:37 ⑪ 18:00 ― 18:32
⑫ 20:00 ― 20:32 ⑫ 19:20 ― 19:52

便 姫路→坊勢島 坊勢島→姫路便

航路 区分 大人 中学生 小人
片道 1,300円 1,000円 650円
往復 2,600円 2,000円 1,300円
片道 ６５０円 500円 330円
往復 1,300円 1,000円 650円

　姫路　　　　　男鹿島・坊勢島

　坊勢島　　　　　男鹿島
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様式第２－３（日本工業規格Ａ列４番） 

 

航 路 整 備 計 画 書 

 

令和６年６月２１日 

 

航 路 名 姫路港～坊勢島航路   事業者名 坊勢輝汽船株式会社 

 

 

 

 

 

 

経 

 

営 

 

主 

 

体 

 

の 

 

整 

 

備 

 

 

 

 当該航路に平行又は近 

接する航路において旅客 

定期航路事業を営む者が 

ある場合には、当該旅客 

定期航路事業者との合併 

又は当該旅客定期航路事 

業の譲り受け等事業の集 

約を行うことの要否並び 

にその実施の方法及び予 

定期日 

該当なし 

 

 当該航路に平行又は近 

接する航路において旅客 

定期航路事業を営む者が 

ある場合には、当該旅客 

定期航路事業者とする海 

上運送法（昭和24年法律 

第１８７号）第28条の協 

定等その他の調整の要否 

並びにその実施の方法及 

び予定期日 

該当なし 

運

航

の

基

本

的

条

件

の

整

備  

年    度 令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

航
路

 

起 点       姫 路  姫 路  姫 路  

主要な寄港地       男 鹿  男 鹿  男 鹿  

終 点       奈 座  奈 座  奈 座  

使
用

船
舶

 

隻 数       ３ ３ ３ 

総 ト ン 数       ２１１ ２１１ ２１１ 

新 た に 取 得 す る 必 要 が あ る

場 合 に お い て 要 す る 資 金 の

調 達 方 法  

－ － － 

運航回数の最小限          7回 ／日  7回 ／日  7回 ／日  

1Km当りの旅客運賃の最高限          98.48円  98.48円  98.48円  

 

（注）離島航路運営費等補助金を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。 

 

 



9 
 

 

様式第２－４（日本工業規格Ａ列４番）

事業者名 坊勢輝汽船株式会社

（円）

R3年度航路損益

（令和2年10月～

令和3年9月）

R4年度航路損益

（令和3年10月～

令和4年9月）

R5年度航路損益

（令和4年10月～

令和5年9月）

3カ年平均

航路損益見込み

（令和6年10月～

令和7年9月）

備考(増減理由）

１．収　　　益 210,162,487 394,376,472 190,142,697 264,893,885 260,310,881

　　Ａ　運　航　収　益 202,151,643 390,630,870 162,476,022 251,752,845 255,434,174

1. 190,281,500 380,493,050 150,301,710 240,358,753 244,060,050

2. 2,477,400 2,104,740 1,860,050 2,147,397 2,147,397

3. 8,590,087 7,572,782 7,937,512 8,033,460 8,033,460

4. 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0

6. 697,656 459,498 546,150 567,768 547,800

7. 105,000 800 1,830,600 645,467 645,467

　　Ｂ　営　業　収　益 8,010,844 3,745,602 27,666,675 13,141,040 4,876,707

1. 132,000 132,000 33,000 99,000 0

2. 7,878,844 3,613,602 27,633,675 13,042,040 4,876,707

210,162,487 394,376,472 190,142,697 264,893,885 260,310,881

２．費　　　用 257,836,991 308,104,523 291,956,548 285,966,020 305,741,217

　　Ａ　運　航　費　用 168,967,767 192,145,896 194,192,148 185,101,937 190,250,030

1. 2,724,597 2,811,342 2,816,753 2,784,231 2,784,231

(1) 旅 客 歩 金 0 0 27 9 9

(2) 傷 害 保 険 料 1,282,728 1,282,728 1,282,728 1,282,728 1,282,728

(3) 雑 費 1,441,869 1,528,614 1,533,998 1,501,494 1,501,494

2. 0 0 0 0 0

3. 0 575 1,738 771 771

4. 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0

(1) 貨 物 積 卸 費 0 0 0 0 0

(2) 貨 物 歩 金 0 0 0 0 0

(3) 貨 物 弁 金 0 0 0 0 0

(4) 雑 費 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0

7. 69,584,317 88,148,566 87,941,876 81,891,586 81,891,586

8. 0 0 0 0 0

9. 1,385,490 3,723,170 4,101,020 3,069,893 4,259,740

(1) 税 金 及 び 手 数 料 0 0 0 0 0

(2) 水先及び係留料等 1,385,490 3,723,170 4,101,020 3,069,893 4,259,740

(3) 代 理 店 手 数 料 0 0 0 0 0

10. 34,387 81,815 106,512 74,238 74,238

11. 95,238,976 97,380,428 99,224,249 97,281,218 101,239,464

(1) 船 員 費 71,141,374 80,709,751 79,573,304 77,141,476 80,743,038

(2) 船 舶 備 品 費 1,172,220 25,373 76,120 424,571 424,571

(3) 船 舶 消 耗 品 費 1,409,457 1,489,964 843,357 1,247,593 1,247,593

(4) 船 舶 修 繕 費 21,141,521 14,161,191 17,557,662 17,620,125 17,620,125

(5) 雑 費 374,404 994,149 1,173,806 847,453 1,204,138

　　Ｂ　営　業　費　用 88,869,224 115,958,627 97,764,400 100,864,083 115,491,187

1. 8,283,000 7,790,530 7,358,301 7,810,610 7,691,390

(1) 船 舶 8,283,000 7,790,530 7,358,301 7,810,610 7,691,390

(2) 航 路 附 属 施 設 0 0 0 0 0

2. 0 21,150,663 751,700 7,300,788 7,452,388

(1) 船 舶 0 0 0 0 151,600

(2) 航 路 附 属 施 設 0 0 0 0 0

(3) 消 費 税 0 21,150,663 751,700 7,300,788 7,300,788

3. 0 0 0 0 1,605,698

(1) 船 舶 0 0 0 0 1,605,698

(2) 航 路 附 属 施 設 0 0 0 0 0

4. 1,838,842 16,316 134,566 663,241 47,775,750

(1) 航 路 開 設 費 0 0 0 0 0

(2) 船 舶 1,838,842 0 0 612,947 47,622,850

(3) 航 路 附 属 施 設 0 16,316 134,566 50,294 152,900

5. 37,194,790 37,681,578 38,575,370 37,817,246 189,700

(1) 船 舶 37,158,000 37,491,878 38,385,670 37,678,516 0

(2) 航 路 附 属 施 設 36,790 189,700 189,700 138,730 189,700

6. 111,451 192,237 274,120 192,603 192,603

7. 41,441,141 49,127,303 50,670,343 47,079,596 50,583,659

257,836,991 308,104,523 291,956,548 285,966,020 305,741,217

３．差引当期純利益（純損失） -47,674,504 86,271,949 -101,813,851 -21,072,135 -45,430,337

35,701,456

（市補助金） 65,360,695

（県交付金） 6,536,000

賃 借 （ 用 船 ） 料

航 路 附 属 施 設 費

店 費

費　　　用　　　計

　（国庫補助金）

船 費

保 険 料

税 金

利 子

減 価 償 却 費

雑 費

雑 収 入

収　　　益　　　計

旅 客 費

手 荷 物 取 扱 費

小 荷 物 取 扱 費

自 動 車 航 送 取 扱 費

貨 物 費

郵 便 ・ 信書 便取 扱費

燃 料 潤 滑 油 費

養 缶 水 費

港 費

航 路 附 属 施 設 収 入

航路損益（見込）計算書

航路名 姫路港～坊勢島航路

旅 客 運 賃

手 荷 物 運 賃

小 荷 物 運 賃

自 動 車 航 送 運 賃

貨 物 運 賃

郵 便 ･ 信 書 便 航 送 料

雑 収 入

科 目

期間区分
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内　　容 R6年度計画 R7年度計画

１ 旅客の運送契約に係る収益 2カ年平均(@1300,回数券減算) P25離島航路第１０表のとおり

２ 手荷物の運送契約に係る収益 2カ年平均 3カ年平均

３ 小荷物の運送契約に係る収益 2カ年平均*1.2(平均値上率) 3カ年平均

４ ⾃動⾞の運送契約に係る収益 － －

５ 貨物の運送契約に係る収益 － －

６ 郵便・信書便の運送契約に係る収益 収⼊⾒込額 収⼊⾒込額

７ 航海及び使用船舶に関するもので前記項目以外
の収益（周遊事業に係る経費） 2カ年平均 3カ年平均

１ 航路附属施設を他の事業者に使⽤させることに
よって受ける収益 － －

２ 航路に関するもので前記項目以外の収益（補助
⾦、業務受託料、預⾦利息、電話代等） 2カ年平均 R5は臨時の燃料価格⾼騰対策補助⾦収⼊が

あったため、それを除き３カ年平均

(1) 旅 客 歩 合 旅客取扱に関する仲次⼈⼜は代理店へ⽀払う定
率⼿数料 － 3カ年平均

(2) 傷 害 保 険 料 船客傷害賠償責任保険料 所要額 所要額

(3) 雑 費 旅客費のうち前記項目以外の費用（乗船券印刷代、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、感染予防対策費等） 2カ年平均 3カ年平均

２ 手荷物の取扱に係る費用(手荷物券) － －

３ 小荷物の取扱に係る費用 2カ年平均 3カ年平均

４ ⾃動⾞航送に係る費⽤ － －

(1) 貨 物 積 卸 費 貨物の船積み、陸揚げ等に係る費⽤ － －

(2) 貨 物 歩 合 貨物取扱に関する仲次⼈⼜は代理店へ⽀払う⼿
数料 － －

(3) 貨 物 弁 ⾦ 不⾜、損傷、揚違等の貨物に対する弁償⾦及び
訴訟費用等 － －

(4) 雑 費 貨物物のうち前記項目以外の費用（送り状印刷代） － －

６ 郵便・信書便に係る費⽤ － －

７ 使⽤船舶の主燃料及び潤滑油費 2カ年平均 3カ年平均

８ 使用船舶の汽缶水代（ﾎﾞｲﾗｰに補充する水代） － －

(1) 税⾦及び⼿数料 出⼊港税、検査証書書換⼿数料等 － －

(2) ⽔先及び係留料 係船料、桟橋使⽤料、伝⾺船使⽤料等 2カ年平均 所要額

(3) 代理店⼿数料 旅客及び貨物の取扱に関し代理店に⽀払う定額
⼿数料 － －

１０ 運航費用のうち前記項目以外の費用（船費）を
除く（携帯電話使⽤料） 2カ年平均 3カ年平均

養 缶 水 費

９
港
費

雑 費

費
　
　
　
　
　
用

運
　
航
　
費
　
用

１
旅
客
費

燃 料 潤 滑 油 費

郵便 ・信書便取扱費

手 荷 物 取 扱 費

小 荷 物 取 扱 費

自 動 ⾞ 航 送 費

５
貨
物
費

令和7年度「離島航路確保維持計画」損益計算書の⾒積の考え⽅

項　目

収
　
　
　
益

運
航
収
益

旅 客 運 賃

手 荷 物 運 賃

小 荷 物 運 賃

自 動⾞ 航 送 運 賃

貨 物 運 賃

郵便 ・信書便航送料

雑 収 入

営
業
収
益

航路附属施設収⼊

雑 収 入
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内　　容 R6年度計画 R7年度計画

(1) 船 員 費
船員の給料、⼿当、賄費、船員保険料の船主負
担分、雇⽤雇⽌公認⼿数料、福利厚⽣費、旅
費、交通費、退職手当等

所要額 所要額

(2) 船 舶 備 品 費 備品の減価償却費 2カ年平均 3カ年平均

(3) 船舶消耗品費 消耗品の取得代価 2カ年平均 3カ年平均

(4) 船 舶 修 繕 費 ⼩修理、船舶検査に係る⼯事費等 2カ年平均 3カ年平均

(5) 雑 費 船費のうち前記項目以外の費用 2カ年平均 所要額

(1) 船 舶 使⽤船舶の船体保険料 所要額 所要額

(2) 航路附属施設 使⽤航路附属施設の保険料 － －

(1) 船 舶 使用船舶に課せられる固定資産税 － －

(2) 航路附属施設 使⽤航路附属施設に課せられる固定資産税 － －

(3) 消 費 税 消費税 2カ年平均 3カ年平均

(1) 船 舶 使用船舶に関するもの － 所要額

(2) 航路附属施設 使⽤航路附属施設に関するもの － －

(1) 航 路 開 設 費
直接航路に関する営業権、特許権、創業費、航
路開発費等の無形固定資産⼜は繰延資産の減
価償却費

－ －

(2) 船 舶 使用船舶の減価償却費 － 所要額

(3) 航路附属施設 使⽤航路附属施設の減価償却費 所要額 所要額

(1) 船 舶 使⽤船舶の賃貸料⼜は⽤船料（共有船残存簿価買取） 所要額 －

(2) 航路附属施設 使⽤航路附属施設の賃貸料（荷受け⼩屋等賃
貸借契約料） 所要額 所要額

６
航路附属施設に関する光熱費、養缶⽔費、備品
費、消耗品費修繕費等の費⽤（前記１〜５の
項目以外の航路附属施設に関する全ての費⽤）

2カ年平均 3カ年平均

７
航路に関する本社、⽀店、出張所等の⼀般管理
費、役員報酬、事務員の給料、⼿当、旅費、広
告宣伝費、減価償却費、保険料、修繕費、地代
家賃、消耗品費、通信費等

所要額 所要額

※1　令和元年10⽉1⽇から消費税等相当額10％

営
　
業
　
費
　
用

１
保
険
料

２
税
⾦

３
利
子

４
減
価
償
却
費

５
賃
借
料

航 路附 属 施 設費

店 費

費
　
　
　
　
　
用

運
航
費
用

11
船
費

令和7年度「離島航路確保維持計画」損益計算書の⾒積の考え⽅
項　目
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

R6計画R6計画R6計画R6計画 R7計画R7計画R7計画R7計画 差引差引差引差引

AAAA BBBB Ｂ－ＡＢ－ＡＢ－ＡＢ－Ａ

ＡＡＡＡ 262,667262,667262,667262,667 255,434255,434255,434255,434 △ 7,233△ 7,233△ 7,233△ 7,233

1111 250,077250,077250,077250,077 244,060244,060244,060244,060 △ 6,017△ 6,017△ 6,017△ 6,017 令和４年度の回数券まとめ買いの影響による減令和４年度の回数券まとめ買いの影響による減令和４年度の回数券まとめ買いの影響による減令和４年度の回数券まとめ買いの影響による減

2222 2,2912,2912,2912,291 2,1472,1472,1472,147 △ 144△ 144△ 144△ 144

3333 9,6989,6989,6989,698 8,0348,0348,0348,034 △ 1,664△ 1,664△ 1,664△ 1,664

4444 0000 0000 0000

5555 0000 0000 0000

6666 548548548548 548548548548 0000

7777 53535353 645645645645 592592592592

ＢＢＢＢ 5,7465,7465,7465,746 4,8774,8774,8774,877 △ 869△ 869△ 869△ 869

1111 0000 0000 0000

2222 5,7465,7465,7465,746 4,8774,8774,8774,877 △ 869△ 869△ 869△ 869

268,413268,413268,413268,413 260,311260,311260,311260,311 △ 8,102△ 8,102△ 8,102△ 8,102

ＡＡＡＡ 182,973182,973182,973182,973 190,250190,250190,250190,250 7,2777,2777,2777,277

1111 2,7682,7682,7682,768 2,7842,7842,7842,784 16161616

旅旅旅旅 客客客客 歩歩歩歩 金金金金 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

傷傷傷傷 害害害害 保保保保 険険険険 料料料料 (1,283)(1,283)(1,283)(1,283) (1,283)(1,283)(1,283)(1,283) (0)(0)(0)(0)

雑雑雑雑 費費費費 (1,485)(1,485)(1,485)(1,485) (1,501)(1,501)(1,501)(1,501) (16)(16)(16)(16)

2222 0000 0000 0000

3333 0000 1111 1111

4444 0000 0000 0000

5555 0000 0000 0000

貨貨貨貨 物物物物 積積積積 卸卸卸卸 費費費費 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

貨貨貨貨 物物物物 歩歩歩歩 合合合合 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

貨貨貨貨 物物物物 弁弁弁弁 金金金金 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

雑雑雑雑 費費費費 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) 0000

6666 0000 0000 0000

7777 78,86678,86678,86678,866 81,89181,89181,89181,891 3,0253,0253,0253,025 燃料価格高騰による増燃料価格高騰による増燃料価格高騰による増燃料価格高騰による増

8888 0000 0000 0000

9999 2,5542,5542,5542,554 4,2604,2604,2604,260 1,7061,7061,7061,706

税金及び手数料税金及び手数料税金及び手数料税金及び手数料 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

水先及び係留料水先及び係留料水先及び係留料水先及び係留料 (2,554)(2,554)(2,554)(2,554) (4,260)(4,260)(4,260)(4,260) (1,706)(1,706)(1,706)(1,706)

代理店手数料代理店手数料代理店手数料代理店手数料 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

10101010 58585858 74747474 16161616

雑雑雑雑 収収収収 入入入入

令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較

令和6年計画値との比較令和6年計画値との比較令和6年計画値との比較令和6年計画値との比較

項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目 差引増減の主な理由差引増減の主な理由差引増減の主な理由差引増減の主な理由

運運運運 航航航航 収収収収 益益益益

旅旅旅旅 客客客客 運運運運 賃賃賃賃

手手手手 荷荷荷荷 物物物物 運運運運 賃賃賃賃

小小小小 荷荷荷荷 物物物物 運運運運 賃賃賃賃

自自自自 動動動動 車車車車 航航航航 送送送送 運運運運 賃賃賃賃

貨貨貨貨 物物物物 運運運運 賃賃賃賃

郵便 ・信書便航送料郵便 ・信書便航送料郵便 ・信書便航送料郵便 ・信書便航送料

自自自自 動動動動 車車車車 航航航航 送送送送 費費費費

営営営営 業業業業 収収収収 益益益益

航路附属施設収入航路附属施設収入航路附属施設収入航路附属施設収入

雑雑雑雑 収収収収 入入入入

収収収収 益益益益 計計計計

運運運運 航航航航 費費費費 用用用用

旅旅旅旅 客客客客 費費費費

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

(3)(3)(3)(3)

手手手手 荷荷荷荷 物物物物 取取取取 扱扱扱扱 費費費費

小小小小 荷荷荷荷 物物物物 取取取取 扱扱扱扱 費費費費

(3)(3)(3)(3)

貨貨貨貨 物物物物 費費費費

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

(3)(3)(3)(3)

(4)(4)(4)(4)

郵便 ・信書便取扱費郵便 ・信書便取扱費郵便 ・信書便取扱費郵便 ・信書便取扱費

燃燃燃燃 料料料料 潤潤潤潤 滑滑滑滑 油油油油 費費費費

養養養養 缶缶缶缶 水水水水 費費費費

港港港港 費費費費

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

雑雑雑雑 費費費費
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

R6計画R6計画R6計画R6計画 R7計画R7計画R7計画R7計画 差引差引差引差引

AAAA BBBB Ｂ－ＡＢ－ＡＢ－ＡＢ－Ａ

11111111 98,72798,72798,72798,727 101,240101,240101,240101,240 2,5132,5132,5132,513

船船船船 員員員員 費費費費 (78,343)(78,343)(78,343)(78,343) (80,743)(80,743)(80,743)(80,743) (2,400)(2,400)(2,400)(2,400) 船員給与の昇給による増船員給与の昇給による増船員給与の昇給による増船員給与の昇給による増

船船船船 舶舶舶舶 備備備備 品品品品 費費費費 (599)(599)(599)(599) (425)(425)(425)(425) (△ 174)(△ 174)(△ 174)(△ 174)

船船船船 舶舶舶舶 消消消消 耗耗耗耗 品品品品 費費費費 (1,450)(1,450)(1,450)(1,450) (1,248)(1,248)(1,248)(1,248) (△ 202)(△ 202)(△ 202)(△ 202)

船船船船 舶舶舶舶 修修修修 繕繕繕繕 費費費費 (17,651)(17,651)(17,651)(17,651) (17,620)(17,620)(17,620)(17,620) (△ 31)(△ 31)(△ 31)(△ 31)

雑雑雑雑 費費費費 (684)(684)(684)(684) (1,204)(1,204)(1,204)(1,204) (520)(520)(520)(520)

ＢＢＢＢ 117,370117,370117,370117,370 115,491115,491115,491115,491 △ 1,879△ 1,879△ 1,879△ 1,879

1111 8,7008,7008,7008,700 7,6917,6917,6917,691 △ 1,009△ 1,009△ 1,009△ 1,009

船船船船 舶舶舶舶 (8,700)(8,700)(8,700)(8,700) (7,691)(7,691)(7,691)(7,691) (△ 1,009)(△ 1,009)(△ 1,009)(△ 1,009) ｸｲｰﾝぼうぜの保険見直しによる減ｸｲｰﾝぼうぜの保険見直しによる減ｸｲｰﾝぼうぜの保険見直しによる減ｸｲｰﾝぼうぜの保険見直しによる減

航路附属施設航路附属施設航路附属施設航路附属施設 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

2222 10,57510,57510,57510,575 7,4527,4527,4527,452 △ 3,123△ 3,123△ 3,123△ 3,123

船船船船 舶舶舶舶 (0)(0)(0)(0) (151)(151)(151)(151) (151)(151)(151)(151) 船舶取得による固定資産税の増船舶取得による固定資産税の増船舶取得による固定資産税の増船舶取得による固定資産税の増

航路附属施設航路附属施設航路附属施設航路附属施設 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

消消消消 費費費費 税税税税 (10,575)(10,575)(10,575)(10,575) (7,301)(7,301)(7,301)(7,301) (△ 3,274)(△ 3,274)(△ 3,274)(△ 3,274)

3333 0000 1,6061,6061,6061,606 1,6061,6061,6061,606

船船船船 舶舶舶舶 (0)(0)(0)(0) (1,606)(1,606)(1,606)(1,606) (1,606)(1,606)(1,606)(1,606) 船舶取得のための資金融資による増船舶取得のための資金融資による増船舶取得のための資金融資による増船舶取得のための資金融資による増

航路附属施設航路附属施設航路附属施設航路附属施設 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

4444 98989898 47,77647,77647,77647,776 47,67847,67847,67847,678

航航航航 路路路路 開開開開 設設設設 費費費費 (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0) (0)(0)(0)(0)

船船船船 舶舶舶舶 (0)(0)(0)(0) (47,623)(47,623)(47,623)(47,623) (47,623)(47,623)(47,623)(47,623) 船舶取得による減価償却の増船舶取得による減価償却の増船舶取得による減価償却の増船舶取得による減価償却の増

航路附属施設航路附属施設航路附属施設航路附属施設 (98)(98)(98)(98) (153)(153)(153)(153) (55)(55)(55)(55)

5555 38,15638,15638,15638,156 190190190190 △ 37,966△ 37,966△ 37,966△ 37,966

船船船船 舶舶舶舶 (37,966)(37,966)(37,966)(37,966) (0)(0)(0)(0) (△ 37,966)(△ 37,966)(△ 37,966)(△ 37,966) 船舶取得による船舶用船料の減船舶取得による船舶用船料の減船舶取得による船舶用船料の減船舶取得による船舶用船料の減

航路附属施設航路附属施設航路附属施設航路附属施設 (190)(190)(190)(190) (190)(190)(190)(190) (0)(0)(0)(0)

6666 152152152152 193193193193 41414141

7777 59,68959,68959,68959,689 50,58350,58350,58350,583 △ 9,106△ 9,106△ 9,106△ 9,106 陸員の入替による給与の減陸員の入替による給与の減陸員の入替による給与の減陸員の入替による給与の減

300,343300,343300,343300,343 305,741305,741305,741305,741 5,3985,3985,3985,398

△ 31,930△ 31,930△ 31,930△ 31,930 △ 45,430△ 45,430△ 45,430△ 45,430 △ 13,500△ 13,500△ 13,500△ 13,500

(2)(2)(2)(2)

航航航航 路路路路 附附附附 属属属属 施施施施 設設設設 費費費費

店店店店 費費費費

費費費費 用用用用 計計計計

　差引当期純損失　差引当期純損失　差引当期純損失　差引当期純損失

(1)(1)(1)(1)

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

(3)(3)(3)(3)

利利利利 子子子子

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

(3)(3)(3)(3)

賃賃賃賃 借借借借 （（（（ 用用用用 船船船船 ）））） 料料料料

税税税税 金金金金

船船船船 費費費費

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

(3)(3)(3)(3)

(4)(4)(4)(4)

(5)(5)(5)(5)

営営営営 業業業業 費費費費 用用用用

保保保保 険険険険 料料料料

(1)(1)(1)(1)

(2)(2)(2)(2)

令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較令和7年度「離島確保維持計画」損益計算書の見積額比較

令和6年計画値との比較令和6年計画値との比較令和6年計画値との比較令和6年計画値との比較

項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目 差引増減の主な理由差引増減の主な理由差引増減の主な理由差引増減の主な理由
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様式第２-５（日本工業規格Ａ列４番） 

事業者名 坊勢輝汽船株式会社 
航 路 名 姫路港～坊勢島航路 

 

 

離島航路３カ年計画 
(令和７年度～令和９年度) 

 

 

１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 

 島民人口の減少による旅客者数の減少や、燃料価格の高止まりにより、航路運営を取り巻く環境

がますます厳しい状況の中、家島本島や姫路市中心部等との周遊企画、鮮度の高い魚介類を活

用した独自企画や旅行代理店と連携した取り組みを検討し、観光・余暇需要客の獲得を図りつつ、

適切な船舶の運航に努めるなど、経費節減に取り組み、収支改善を図っていく。 

 今後においても、国、県、地方公共団体の欠損額補助の軽減に努め、島民や来訪者にとって身

近で利用しやすい唯一の公共交通として、安全で安定的な定期航路運営に向け、収益拡大及び

費用削減の両輪で進めていくことを基本方針とする。 

 

２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 

    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等） 

項 目 内    容 

航路の再編 

 当該航路は姫路港～男鹿島～坊勢島を結ぶ航路であり、他の航

路による代替可能性も無いため、航路の再編予定はない。 

 引き続き、姫路港発着の路線バス、坊勢島（奈座港）発着のコ

ミュニティバスとの連携を図り、利便性向上に努める。 

経営主体のあり方 

 現行どおり、坊勢輝汽船株式会社とする。 

 令和２年４月１日に事業統合を行っており、坊勢輝汽船株式会

社１社による経営を継続し、引き続き健全経営に努める。 

使用船舶の代替 

 現行どおり、「ぼうぜ２」、「はるか」、「クイーンぼうぜ」

の３隻の船舶を使用する。 

 航路距離、所要時間、運航頻度を踏まえ、トラブル発生時や荒

天時など、柔軟な輸送体制を構築するため、今後も３隻体制を維

持する。この船舶３隻については、機械設備の耐用年数を踏まえ

た計画的なメンテナンスや更新を行い、使用を継続する。 

運航便数・ダイヤ

の変更等 

 運航便数は、令和２年４月に４便/日を減便していることから、

現行の２４便/日（片道１２便/日）の維持に努める。朝夕の通勤

時間帯の混雑緩和に向けたダイヤ重点化など、利便性低下を抑制

しつつ、利用実態を踏まえた柔軟なダイヤ編成を検討していくこ

ととする。また、陸上交通との接続に配慮するなど、バス事業者

等と連携を図る。 

 なお、これまで地域の風土・文化による慣例から、毎年１月１
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日の島外への外出が少ないことから、通常の運航回数から減便し

て運航しており、本計画においても１月１日の運航回数を７往復

１４便とする。 

 

３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 

項 目 内    容 

輸送量の 

拡大・確保 

 当該航路の利用者は、坊勢島住民が６割を占めており、島民の

人口減少により利用者数の減少が見込まれる。 

 一方で、輸送量の拡大・確保に向けては、姫路市及び家島本島

と連携した周遊企画のほか、坊勢島独自の企画等、観光利用者の

拡大に向けた取り組みを検討し、生活需要以外の余暇需要の拡大

を図ることとする。 

運賃改定等 

 燃油価格の高止まりや島民人口の減少による航路利用者の減

少により、航路の確保・維持に影響が出ている状況下であること

から、令和４年１０月１日からの運賃改定を実施している。 

 今後、利用状況や事業者の収支状況などを総合的に勘案し、行

政、事業者及び地域と綿密に連携を図りながら、利用サービスの

向上と合わせ検討する。 

 

４．経費の節減に関する事項(船員費、燃料潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 

項 目 内    容 

船員費 

 現在、予備船員を含め１１名体制で運航しており、安定的な運

航が継続できているが、高齢の船員も在籍していることから、引

き続き船員確保に努めることとする。 

燃料潤滑油費 

 当該航路の主力船舶は小型船２隻（はるか・ぼうぜ２）である

が繁忙期や荒天時においては、航路利用者から中型船（クイーン

ぼうぜ）の運航を求める声が多数寄せられている状況である。 

 中型船の運航に伴い燃料潤滑油費は増加が見込まれるため、

朝・夕の混雑が予想される時間帯や繁忙期の輸送需要のほか、荒

天時に対応した適切な船舶による運航を行うことで、必要最小限

の燃料潤滑油費となるよう努める。 

船舶修繕費等 

 船舶の老朽化や片道２２．１ｋｍ、３０分以上の時間を要し、

毎日１２便を運航する航路の性質上、船舶修繕費（船舶検査含

む。）は必要な支出であるが、利用者の安全を第一に船舶の予防

保全が実施できるよう計画的なメンテナンスにより修繕を最小

限とすることで、船舶修繕費の抑制を図り、本航路の運航を確保・

維持することとする。 
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５．関係機関等との連携に関する事項 

 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 

項 目 内    容 

港湾施設等の 

インフラ整備 

 現在の港湾施設を維持する。 

 坊勢島（奈座港）の使用桟橋の一本化や男鹿島の陸員確保に取

り組む必要がある。 

 待合施設・環境は利用者満足度も高い水準にあることから、今

後も引き続き、国・県・市と連携しながら、各種支援制度を活用

するなど、利用者満足度を高めるため最小限の設備投資を検討す

ることとする。 

離島 

活性化方策 

 坊勢島は海水浴客や釣り客などの利用者が多いが、観光利用者

誘致は進んでいない状況にある。 

 今後、人口減少等に伴い生活需要は減少傾向が続くことが見込

まれており、輸送量の拡大・確保と航路の確保・維持に向けて、

家島本島や姫路市中心部との周遊企画のほか、漁港や鮮度の高い

魚介類を活用した坊勢島独自の企画等を検討することで、余暇需

要の拡大を図ることとする。 

 

６．今後引き続き検討すべき事項 

項 目 内    容 

島民生活の 

維持確保 

 姫路城に訪れた観光客の坊勢島への誘導に取り組むほか、釣り

大会・花火大会といった集客イベントを坊勢島・男鹿島内で企画

するなど航路利用者の増に繋がる取組みについて検討する。ま

た、感染症対策を継続し安全に利用できる環境整備や、乗船券の

キャッシュレス化を更に進めるなど利便性の向上に取り組む。 

このほか、SNSやHPを活用し運航情報に加え、島の魅力を発信し

交流人口の増加に取り組む。収入拡大・確保策、支援策について

国・県・市及び観光事業組合等、各種団体となお一層の連携のう

え検討を進めていくこととする。 

 使用船舶の定期的なメンテナンスや船員の確保、育成により安

全で安定的な運航を行い、また利用サービスの確保、向上を図り

つつ、収益拡大及び必要最小限の費用による運航に努め、持続可

能な定期航路運営により島民の生活の質の向上に貢献できるよ

う取り組む。 
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離島航路３カ年計画による輸送量及び収支見込み 

１．輸送量の見込み 

         区 分 

 項 目 

現 状 

(令和6年度) 

初年度 

(令和7年度) 

2年度 

(令和8年度) 

3年度 

(令和9年度) 

 旅 客 

 

  人 217,826.5 211,945.0 211,945.0 211,945.0 

人キロ 4,713,610.85 4,608,963.40 4,608,963.40 4,608,963.40 

 自動車 

 

  台 0 0 0 0 

台キロ   0   0 0 0 

 貨 物   トン 131.29 134.96 134.96 134.96 

２．収支の見込み                                                        (千円) 

         区  分 

  

項 目 

現 状 

(令和6年度) 

初年度 

(令和7年度) 

2年度 

(令和8年度) 

3年度 

(令和9年度) 

令和5年10月 

～令和6年9月 

令和6年10月 

～令和7年9月 

令和7年10月 

～令和8年9月 

令和8年10月 

～令和9年9月 

 旅 客  運  賃 250,077 244,060 244,060 244,060 

 手 荷 物 運 賃 2,291 2,147 2,147 2,147 

 小 荷 物 運 賃 9,698 8,034 8,034 8,034 

 自動車航送運賃 0 0 0 0 

 貨  物  運  賃 0 0 0 0 

 郵便・信書便航送料 548 548 548 548 

 そ の 他 収 入 5,799 5,522 5,522 5,522 

   収   益   計 268,413 260,311 260,311 260,311 

 旅    客    費 2,768 2,784 2,784 2,784 

 手荷物  取扱費 0 0 0 0 

 小荷物  取扱費 0 1 1 1 

 自動車航送取扱費 0 0 0 0 

 貨    物    費 0 0 0 0 

 郵便・信書便取扱費        0 0 0 0 

 燃料潤滑油費        78,866 81,891 81,891 81,891 

 養  缶  水  費 0 0 0 0 

 港          費 2,554 4,260 4,260 4,260 

 雑          費 58 74 74 74 

 船    員    費 78,343 80,743 80,743 80,743 

 船 舶 備 品 費 599 425 425 425 

 船舶消耗品費        1,450 1,248 1,248 1,248 

 船 舶 修 繕 費 17,651 17,620 17,620 17,620 

 船  費  雑  費 684 1,204 1,204 1,204 

 保    険    料 8,700 7,691 7,691 7,691 

 税          金 10,575 7,452 7,451 7,365 

 利          子 0 1,606 1,760 880 

 減 価 償 却 費 98 47,776 47,776 153 

 賃借 (用船) 料 38,156 190 190 190 

 航路附属施設費       152 193 193 193 

 店          費 59,689 50,583 50,583 50,583 

   費   用   計 300,343 305,741 305,894 257,305 

   損        益 ▲31,930 ▲45,430 ▲45,583 3,006 

   収   支   率 89.4％ 85.1％ 85.1％ 101.2％ 
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離島航路第１表（日本工業規格Ａ列４番） 

 

航路の科目別（見込）数値等調査票航路の科目別（見込）数値等調査票航路の科目別（見込）数値等調査票航路の科目別（見込）数値等調査票 

 

（事業者名：坊勢輝汽船株式会社   航路名：姫路港～坊勢島航路） 

 

1．輸送量等実績見込 

 

 

項   目 

 

補助対象年度         

（令和７年度） 

  

 航路距離     （キロ）（小数点第2位） 22.10 

  

 キロ当たり賃率（円）旅 客 73.53円 

           （小数点第2位） 【3,250円／44.2km】 

 航行距離（㎞）※１（小数点第2位） 193,375.00 

          【44.2㎞×12往復×364日 

＋44.2㎞×7往復×1日】 

 運 航 回 数                  ※１ 4,375 

 【12往復×364日＋7往復×1日】 

 旅客輸送人キロ        （小数点第2位） 4,608,963.40 

 【9,636人／年×15.5km 

＋201,572人／年×22.1km 

＋737人／年×6.6km】 

 旅客輸送人員         （人） ※２ 211,945.0 

 【令和７年度利用者数（見込）】 

 自動車航送取扱量 （台） ※３ － 

 （          ） 

 貨物取扱量         （トン）※４ 134.96 

 （          ） 

 燃料消費量         （ ㍑） Ａ重油 － 

          ※５ （          ） 

              Ｃ重油 － 

 （          ） 

              軽 油 879,189リットル 

 （          ） 
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２．使用船舶の概要 ※６ 

                                                                     

船   名 就航年月 総トン数 就航比率 月延べ船員数(人) 備考 

（主船）      

 ぼうぜ２ 
平成１０年 

２月 

１９ 

 

２４ 

 

 はるか 
平成１３年 

６月 

１９ 

 

２４ 

 

 クイーンぼうぜ 
平成 ９年 

５月 

１７３ 

 

３６ 

 

（予備船）      

      

  ＊就航比率を使用しない場合は、「就航比率」欄は省略する。 

 

３．平成５年 10 月１日以降に当該航路に就航した船舶に係る経費等 

 

① 船名   ぼうぜ２    

② 船価        １７５,０００千円 ※７ 

③ 経費実績（見込） 

                              （単位：円） 

項   目 補 助 対 象 年 度  

船 舶 利 子          ０ 

減 価 償 却 費 １４，６２２，８５０ 

用 船 料          ０ 

 
① 船名   はるか     

② 船価        １２０,０００千円 ※７ 

③ 経費実績（見込） 

                              （単位：円） 

項   目 補 助 対 象 年 度  

船 舶 利 子          ３７４，６６３ 

減 価 償 却 費 ７，７００，０００ 

用 船 料          ０ 

 
① 船名   クイーンぼうぜ 

② 船価        ４５０,０００千円 ※７ 

③ 経費実績（見込） 

                              （単位：円） 

項   目 補 助 対 象 年 度  

船 舶 利 子          １，２３１，０３５ 

減 価 償 却 費 ２５，３００，０００ 

用 船 料          ０ 
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航路の科目別（見込）数値等調査票記載要領航路の科目別（見込）数値等調査票記載要領航路の科目別（見込）数値等調査票記載要領航路の科目別（見込）数値等調査票記載要領 

 

補助対象年度の見込数値等は、下記注意事項により算出する。 

 

記 

（※１） 離島航路第９表の航行距離及び運航回数とする。（運航雑収入となる他航路就航又は

回航等は除く。） 

（※２） 離島航路第１０表の輸送人員とする。 

（※３） 離島航路第１１表の取扱数量とする。 

（※４） 離島航路第１２表の取扱数量とする。 

（※５） 離島航路第１６表の主燃料（Ａ、Ｃ、軽油）の年間消費量とする。ただし、就航比率

が１未満のものに関しては、第１６表の船舶ごとに就航比率を加味した本航路分担消費

量とする。 

（※６） 当該年度中に代替建造等により就航する予定船舶についても記入する。 

月延べ船員数欄には、月間の運航日数が１５日以上ある使用船舶の法定乗組定員数（船

員法第 69 条に定める定員とする。）を当該船舶の稼働月数を基に月延べ換算した人数

とする。 

（注．常時 10 人以上の船員を使用する事業者については、船員法 97 条により届出た就

業規則に記載された定員数とし、それ以外の事業者については、船員法 69 条に基

づく定員として事業者が申出た船員数と船舶検査証書の船員数のどちらか少ない

数とする。）－（別紙）「月延べ船員数の算出根拠」により算出する。 

総トン数欄には、当該航路に就航する船舶の総トン数を、就航比率欄には、離島航路

第２表「各科目分担率（見込）一覧表」から転記すること。なお、当期中に新船が就航

した場合は、備考欄に就航年月日を記載すること。 

（※７） 船舶の建造総船価とする。ただし、補助金等により建造を行った場合は、船価圧縮後の

簿価とする。 

（※８）交付要綱様式２－２運航計画書に記載した運航回数とする（運航雑収入となる他航路就

航又は回航等は除く。）。 

（※９） 航路距離等の計算方法 

－（別添）「国庫補助対象航路の運賃等調査表」により算出する。 

（※１０）旅客輸送人キロは、過去３年間（補助金の交付を受けようとする補助対象期間（１０

月１日～翌９月末日）の前々補助対象期間を最終期間とする連続した過去３年間をい

う。以下同じ。）の実績の平均値とする。ただし、過去３年間で連続して実績値が増加

している航路は、前年度の旅客輸送人キロまたは過去３年間の実績の平均値に基準期間

の前補助対象期間から基準期間の増加率を乗じたもののいずれか低い方を使用し、過去

３年間で連続して実績値が減少している航路は、前年度の旅客輸送人キロまたは過去３

年間の実績の平均値に基準期間の前補助対象期間から基準期間の減少率を乗じたもの

のいずれか高い方を使用する。また、他の項目についても上記に準じて計算した上で、

航路損益（見込）計算書を作成する。ただし、上記計算によることが適当でない事情が

ある場合は、理由を付して他の方法により算出することを可能とする。 
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（別紙） 

 

 

月延べ船員数の算出根拠月延べ船員数の算出根拠月延べ船員数の算出根拠月延べ船員数の算出根拠 

 

 

 

１．雇用船員数         １１人 

 

 

① 常時 10 人以上の船員を使用する事業者の場合 

 

 

船       名 

 

船員法第97条により届け出られた就業規則に 

記載された定員数 

ぼうぜ２ ２人 

はるか ２人 

クイーンぼうぜ ３人 

 人 

                                                           （協議会で確認） 

 

② 常時 10 人未満の船員を使用する事業者の場合 

 

船      名 船員法第69条に定める定員 船舶検査証書の船員数 

 人 人 

 人 人 

 人 人 

 人 人 

                                                           （船舶検査証書で確認） 

 

２．月延べ船員数 

 

船      名 適用船員数 月延べ船員数 

ぼうぜ２ ２人 ２４人 

はるか ２人 ２４人 

クイーンぼうぜ ３人 ３６人 
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（別添） 

 

国庫補助対象航路の運賃等調査表国庫補助対象航路の運賃等調査表国庫補助対象航路の運賃等調査表国庫補助対象航路の運賃等調査表                  

 

○ 旅客運賃 

旅 客･･････２等運賃 

 

 

１ 

（姫路） 

 

 

 

Ａ．距離（キロ）    15.5 

Ｂ．運賃（円）旅 客  1,300 

        

Ｃ．見込輸送人員（人） 9,636 

（4.6％） 

 

 

２ 

（男鹿） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．距離（キロ）    22.1 

Ｅ．運賃（円）旅 客  1,300  

Ｆ．見込輸送人員（人） 201,572 

（95.1％） 

 

Ｇ．距離（キロ）     6.6 

Ｈ．運賃（円）旅 客   650  

Ｉ．見込輸送人員（人）  737 

（0.3％）

 

 

３ 

（奈座） 

 

 

 

 

 

 

   （注）1．当期中に運賃改定を予定している場合、改訂の前後における輸送量比で按分した賃率とする。 

       （旅客…輸送人キロ比） 

      2．増便区間の増便分見込輸送人員を（ ）にて内書きすること。 

 

 

※運賃等調査表による航路距離等の算出方法 

 

    Ⅰ 航路距離      

航行距離 

運航回数×２ 

（小数点第２位）   ※８ 

 

                             

    Ⅱ キロ当り賃率 

Ｂ＋Ｅ＋Ｈ 

Ａ＋Ｄ＋Ｇ 

（小数点第２位） 

 

Ⅲ 輸送（見込）人キロ   ＡＣ＋ＤＦ＋ＧＩ 

（小数点第２位） 

※増便分は、増便分の見込輸送人員に距離を乗じて算出する。
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1.000 

1.000 

1.000 

1.000 
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離島航路第９表

　　～　航路

姫路～奈座

往復44.2Km

　　～

　　　　　Km

　　～

　　　　　Km

計
　　～

　　　　　Km

　　～

　　　　　Km

計
　　～

　　　　　Km

回　数 1,987 1,987 0.0 1,987

延キロ 87,825 87,825 0.0 87,825

回　数 2,060 2,060 0.0 2,060

延キロ 91,052 91,052 0.0 91,052

回　数 328 328 0.0 328

延キロ 14,498 14,498 0.0 14,498

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 4,375 0.0 0.0 4,375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,375.0

延キロ 193,375 0.0 0.0 193,375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193,375.0

 （注）船舶は予備船を含む全使用船舶について記入すること。ただし、本航路に関係ある港に寄港しない航路および船舶については本表に記入しないこと。

       また、実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

合　　　　 計

ぼうぜ２

はるか

クイーンぼうぜ

使 用 船 舶 の 各 航 路 別 運 航 状 況 調

姫路港～坊勢島航路 　　　　　　　　～　　　　　航　路

回　　航

～

合　　　計
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離島航路第１０表

本 航 路 輸 送 人 員

及 び 運 賃 収 入

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

輸送人員 40,550.0 3カ年平均

運賃収入 47,362,390 3カ年平均(R3年度、R4年度は収入を1.3倍し、R5との3カ年平均）

輸送人員 24,670.0 3カ年平均

運賃収入 32,065,370 3カ年平均(R3年度、R4年度は収入を1.3倍し、R5との3カ年平均）

輸送人員 51,370.0 3カ年平均

運賃収入 40,797,120 3カ年平均(R3年度、R4年度は収入を1.3倍し、R5との3カ年平均）

輸送人員 2,145.0 3カ年平均

運賃収入 2,723,170 3カ年平均(R3年度、R4年度は収入を1.3倍し、R5との3カ年平均）

輸送人員 93,210.0 R4は5～9月を前年同月(R3.5～9月)実績値に置換え、R5はR3に置換え3カ年平均

運賃収入 121,112,000

R4は5～9月を前年同月(R3.5～9月)実績値に置換え、R5はR3に置換え、収入額を1.3倍し3カ年平均

※運賃値上げ実施（R4.10.1付）前に回数券のまとめ買いがR4.5～9月にかけて発生し、販売枚数が突発的に増加した。

その影響を除くため、回数券における当該購入期間の運賃収入を前年同月実績値に置換えている。

輸送人員 211,945.0

運賃収入 244,060,050

 （注） 実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

回　数　券

計

団　体　券

旅 客 輸 送 人 員 及 び 運 賃 収 入 報 告　（ 見 込 ）

普　通　券

（　片　道　券　）

普　通　券

（　往　復　券　）

定　期　券

種 別

区 分

人員

・運賃

種 別

区 分

人員

・運賃
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離島航路第１２表

姫路 計

数量(トン) 122.60 122.60

運賃収入 8,033,460 8,033,460

数量(トン) 12.36 12.36

運賃収入 547,800 547,800

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 134.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.96

運賃収入 8,581,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,581,260

 （注）本航路における臨時運航による収入は本表に計上すること。

 　　　また、 実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

合　　　 計

貨 物 輸 送 量 及 び 運 賃 収 入 調　（　見　込　）

男鹿・奈座

（小荷物）

男鹿・奈座

（郵便・信書）

着港名

発港名
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離島航路第１６表 　

本航路

分担率

本　航　路

分　担　額

消費量 消費量 金　　額 消費量 金　　額

クィーンぼうぜ 167,608 15,401,499 600 20 10,450 1.000 15,671,759

ぼうぜ２ 375,801 34,531,943 1,100 451,330 0 1.000 34,992,103

はるか 335,780 30,854,824 40 20,900 1.000 31,227,724

0

0

0

合　　計 879,189 80,788,266 600 1,100 451,330 60 31,350 81,891,586

本 航 路 本 航 路

167,608 167,608

375,801 375,801

335,780 335,780

879,189 879,189

　（注）１．本表には回航用燃料も包含して記入すること。

　　　　２．本航路分担率は就航比率による。

　　　　３．実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

　　　　４．３．の増便分は、増便分の就航比率による。

　燃　　料　　潤　　滑　　油　　費　　内　　訳　（　見　込　）

主　　燃　　料 合　　　計

年　間

消費量

金　　額

マリンT-104 ﾏｯｼﾓS-3 30 ﾏｯｼﾓCF4/DH115W40

補　　　　　　　　　　　　助　　　　　　　　　　　　油

206,820 120 52,990 15,671,759

ﾏﾘﾝｵｲﾙSXﾏﾙﾁ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ CF30

金　　　額

金　　額 消費量 金　　額 消費量 金　　額

800 352,000 31,227,724

20 8,830 34,992,103

0

0

206,820 140 61,820 800 352,000 81,891,586

0

合　　　計

　
全 航 路 本 航 路 全 航 路 本 航 路 全 航 路 全 航 路

船　　名

本航路

分担率

Ａ　重　油 Ｃ　重　油 軽　　　油

0 167,608 167,608

＜本航路分担消費量＞

ぼうぜ２ 1.000 0 0

　

クィーンぼうぜ 1.000 0

879,189合　　計 0 0 0 0 879,189

375,801 375,801

はるか 1.000 0 0 335,780 335,780

船 名

種 類

船 名

種 類


